
西
南
学
院
大
学
博
物
館
所
蔵

｢

転
切
支
丹
類
族
矢
野
玄
説

母
た
ね
病
死
ニ
付
葬
礼
見
届
之
覚
﹂

迫
田
ひ
な
の

は
じ
め
に

西
南
学
院
大
学
博
物
館
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
と
い
う
建
学
の
精
神
に
基
づ

き
︑
キ
リ
ス
ト
教
史
を
体
系
的
に
提
示
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
を
目
指
す
と
い
う

理
念
の
も
と
で
資
料
収
集
を
行
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
中
に
は
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

教
の
伝
来
と
中
近
世
の
禁
教
政
策
︑
そ
し
て
近
代
の
信
仰
の
解
禁
に
関
す
る
資
料
が
多

数
収
集
さ
れ
て
い
る
︒

本
稿
で
紹
介
す
る
﹁
転
切
支
丹
類
族
矢
野
玄
説
母
た
ね
病
死
ニ
付
葬
礼
見
届
之
覚
﹂

は
︑
宝
暦
十
一
︵
一
七
六
一
︶
年
に
作
成
さ
れ
た
︑
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
の
類
族
で
あ
る

﹁
た
ね
﹂
の
葬
儀
に
関
す
る
報
告
書
で
あ
る
︒
作
成
地
に
関
す
る
情
報
は
記
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
︑
史
料
中
に
見
え
る
﹁
本
行
寺
﹂
と
﹁
受
源
院
﹂
は
青
森
県
弘
前
市
に
現

存
し
て
い
る
１

︒
さ
ら
に
︑
宛
先
に
記
さ
れ
た
﹁
笠
原
八
郎
兵
衛
﹂
は
︑
非
番
の
用
人

兼
御
用
掛
と
し
て
弘
前
藩
初
の
刑
法
典
で
あ
る
安
永
律
︵﹁
御
刑
罰
御
定
﹂︶
の
制
定
に

関
わ
っ
た
人
物
２

と
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
本
資
料
が
弘
前
藩
で
作

成
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

一

弘
前
藩
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
史

豊
臣
政
権
を
引
き
継
い
だ
江
戸
幕
府
は
︑
当
初
は
積
極
的
な
禁
教
政
策
を
行
な
っ
て

い
な
か
っ
た
が
︑
慶
長
十
七
︵
一
六
一
二
︶
年
の
岡
本
大
八
事
件
で
家
康
の
周
囲
に
多

数
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
る
こ
と
が
発
覚
し
た
こ
と
を
契
機
に
︑
幕
府
の
直
轄
地
に
禁
教

令
が
発
布
さ
れ
た
︒
翌
年
に
は
全
国
で
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
禁
じ
ら
れ
た
の
だ
が
︑

そ
の
際
︑
京
都
・
大
坂
地
方
の
信
徒
の
う
ち
棄
教
し
な
い
七
十
一
人
が
慶
長
十
九
︵
一

六
一
四
︶
年
の
春
に
蝦
夷
地
及
び
津
軽
へ
と
追
放
さ
れ
た
３

︒

当
時
の
弘
前
藩
主
は
二
代
津つ

軽が
る

信の
ぶ

枚ひ
ら

で
︑
彼
は
父
で
あ
る
為
信
に
よ
っ
て
洗
礼
を
受

け
さ
せ
ら
れ
た
元
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
︒
こ
の
時
︑
奥
羽
地
方
は
宣
教
師
に
よ
る
積

極
的
な
伝
道
は
ま
だ
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
︑
京
坂
地
方
か
ら
追
放
さ
れ
た
信
徒
以
外
に

キ
リ
シ
タ
ン
は
殆
ど
存
在
し
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
４

︒

し
か
し
︑
京
坂
地
方
の
信
徒
た
ち
は
追
放
か
ら
三
年
の
う
ち
に
領
民
へ
と
入
信
を
勧

め
る
よ
う
に
な
り
︑
ま
た
信
徒
獲
得
の
た
め
宣
教
師
の
往
来
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
キ

リ
シ
タ
ン
が
増
加
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
元
和
︵
一
六
一
六
︶
年
に
は
信
徒
六
名
の
火
刑

が
行
な
わ
れ
︑
禁
教
政
策
が
強
化
さ
れ
た
三
代
将
軍
家
光
の
治
世
に
は
寛
永
元
︵
一
六

二
四
︶
年
に
ト
マ
ス
・
ス
ケ
ザ
エ
モ
ン
が
火
刑
に
処
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
︑
同
三
年

に
は
十
一
人
が
津
軽
で
死
罪
と
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
島
原
・
天
草
一
揆
の
翌
年
︑
寛

永
十
五
︵
一
六
三
八
︶
年
に
は
津
軽
で
七
十
三
人
を
火
刑
に
処
し
︑
同
二
十
年
に
火
刑

に
処
さ
れ
た
五
右
衛
門
が
津
軽
に
お
け
る
最
後
の
殉
教
者
と
な
っ
た
５

︒

こ
の
よ
う
に
︑
幕
府
に
よ
る
禁
教
令
は
弘
前
藩
で
も
遵
守
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は

転
び
キ
リ
シ
タ
ン
の
類
族
の
扱
い
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
︒
貞
享
四
︵
一
六
八

七
︶
年
六
月
二
十
二
日
に
出
さ
れ
た
類
族
に
関
す
る
法
令
６

に
は
︑
転
び
キ
リ
シ
タ
ン

本
人
が
転
宗
す
る
以
前
に
出
生
の
子
は
性
別
を
問
わ
ず
本
人
と
同
様
に
扱
わ
れ
︑
転
宗

後
に
生
ま
れ
た
子
及
び
そ
の
子
孫
は
類
族
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
本
人
と
本
人
同
前
の
者
が
死
亡
し
た
際
に
は
遺
体
を
塩

漬
け
に
す
る
こ
と
︑
類
族
の
者
が
死
亡
し
た
際
に
は
検
死
の
の
ち
火
葬
す
る
こ
と
な
ど

が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
元
禄
八
︵
一
六
九
五
︶
年
六
月
十
三
日
の
法
令
７

で
は
︑
類
族

に
関
す
る
規
定
が
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
て
お
り
︑﹃
徳
川
実
紀
﹄
に
よ
る
と
︑
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父
母
転
宗
せ
ざ
る
以
前
の
子
︑
幼
し
て
父
母
に
は
な
る
ゝ
と
い
ふ
と
も
本
人
に
か
は

ら
ず
︒
其
ゆ
へ
は
︑
出
生
の
と
き
其
父
母
功
徳
の
水
と
い
へ
る
を
そ
ゝ
ぎ
︑
己
が
宗

徒
に
な
し
か
た
む
る
に
よ
れ
ば
な
り
︒
そ
の
子
は
男
女
と
も
に
同
じ
か
る
べ
し
︒
孫

よ
り
男
子
つ
ゞ
き
来
る
と
き
は
︑
耳
孫
ま
で
類
族
た
る
べ
し
︒
転
ぜ
し
の
ち
の
子

は
︑
男
子
続
き
来
る
と
き
は
玄
孫
ま
で
類
族
た
る
べ
し
︒
転
後
の
孫
ま
で
男
に
て
︑

曽
孫
に
い
た
り
女
の
と
き
は
︑
曽
孫
ま
で
類
族
た
る
べ
し
︒
玄
孫
は
類
族
を
免
る
べ

し
︒
転
後
の
子
男
た
り
共
︑
其
孫
女
な
ら
ば
︑
孫
ま
で
類
族
た
る
べ
し
︒
曾
孫
は
免

る
べ
し
︒
転
後
の
子
女
に
て
︑
孫
は
男
た
ら
ば
類
族
に
い
り
︑
孫
女
の
と
き
は
免
る

べ
し
︒
本
人
并
に
本
人
に
ひ
と
し
き
も
の
よ
り
忌
服
う
く
べ
き
親
族
︑
そ
の
他
舅
姑

婿
媳
は
類
族
た
る
べ
し
︒︵
後
略
︶

と
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
元
禄
の
法
令
で
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
本
人
の
規
定
が
除
外
さ
れ
た

の
は
︑
新
た
な
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
が
出
る
恐
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
と
判
断
さ
れ

た
た
め
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
の
は
︑﹁
類
族
﹂
と
し
て
管
理
さ
れ
る

子
孫
の
範
囲
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
が
転
宗

す
る
前
に
出
生
し
た
子
︵
本
人
同
然
︶
の
場
合
︑
孫
か
ら
男
子
が
続
く
場
合
に
は
耳
孫

︵
五
世
代
︶
ま
で
が
類
族
と
さ
れ
る
の
に
対
し
︑
転
宗
後
に
生
ま
れ
た
子
の
場
合
に
は
︑

男
子
が
続
く
場
合
で
も
玄
孫
ま
で
が
類
族
と
さ
れ
た
︒
転
宗
後
の
子
の
子
孫
で
類
族
と

し
て
扱
わ
れ
る
範
囲
を
図
示
す
る
と
以
下
の
通
り
に
な
る
︒
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こ
の
よ
う
に
︑
類
族
の
範
囲
は
男
女
に
よ
っ
て
取
り
扱
い
が
異
な
っ
て
い
る
︒
転
宗

後
の
子
が
男
子
で
あ
っ
た
場
合
に
は
孫
の
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
孫
も
類
族
に
含
ま
れ
る

が
︑
転
宗
後
の
子
が
女
子
且
つ
孫
も
女
子
で
あ
っ
た
場
合
に
は
︑
孫
は
類
族
か
ら
除
か

れ
︑
転
宗
後
の
子
の
み
が
類
族
と
し
て
扱
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
同
世
代
の
親
族
で
あ
っ

て
も
類
族
と
非
類
族
が
混
在
す
る
と
い
う
複
雑
な
状
況
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
︒

二

史
料
の
概
要

史
料
は
後
世
に
裏
打
ち
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
法
量
は
三
十
二
．
〇
糎
×
四
十
五
．
五

糎
で
あ
る
︒
ま
た
︑
い
つ
の
時
点
で
付
着
し
た
汚
れ
か
は
判
断
で
き
な
い
が
︑
史
料
の

中
央
下
部
に
は
等
間
隔
で
連
続
し
た
染
み
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
も
と
は
縦
に
折
り

た
た
ん
だ
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
作
成
者
は
葬
儀
の
検
使
と
し
て

派
遣
さ
れ
た
足
軽
目
付
の
成
田
忠
左
衛
門
と
御
徒
目
付
の
黒
瀧
長
次
郎
で
︑
職
位
の
記

載
は
な
い
も
の
の
︑
宛
先
は
大
目
付
で
あ
る
笠
原
八
郎
兵
衛
と
田
村
源
太
兵
衛
と
な
っ

て
い
る
︒
成
田
と
黒
瀧
の
名
前
の
下
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
日

付
の
通
り
︑
宝
暦
十
一
︵
一
七
六
一
︶
年
に
報
告
書
の
原
本
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の

だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
︒

凡
例

一
︑
刊
行
に
際
し
て
は
原
本
の
体
裁
を
表
す
よ
う
に
努
め
た
が
︑
文
字
の
位
置
等
に
つ

い
て
は
多
少
の
修
正
を
加
え
た
︒

一
︑
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
︵
地
名
・
人
名
の
固
有
名
詞
を
除
く
︶︒

一
︑
変
体
仮
名
は
︑
原
則
と
し
て
﹁
江
﹂﹁
而
﹂
の
み
を
使
用
し
た
︒

一
︑
平
仮
名
の
﹁
者
﹂
は
﹁
は
﹂︑﹁
茂
﹂
は
﹁
も
﹂︑﹁
与
﹂
は
﹁
と
﹂
と
し
た
︒

一
︑
句
読
点
は
筆
者
に
よ
る
︒

一
︑︵

︶
内
は
筆
者
の
注
︒

三

関
係
資
料
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
︑
切
支
丹
の
類
族
と
し
て
管
理
さ
れ
る
﹁
た
ね
﹂
や
そ
の
息
子
で
あ
る

﹁
矢
野
玄
説
﹂
と
は
一
体
何
者
な
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
関
す
る
手
が
か
り
は
︑
藤
原

通
麿
が
弘
前
藩
中
興
の
祖
で
あ
る
四
代
信
政
の
事
績
を
編
纂
し
た
﹃
奥
富
士
物
語
﹄
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
８

︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑

予
或
時
矢
野
の
累
書
見
た
り
︒
先
祖
矢
野
兵
衛
門
元
倶
は
松
平
越
後
公
に
仕
へ
︑
知

行
三
百
石
に
て
岡
嶋
壱
岐
組
に
て
相
勤
正
保
二
年
死
す
︒
其
子
医
業
に
て
矢
野
元
与

元
行
と
い
ふ
︒
此
人
寛
永
八
年
二
月
廿
八
日
桂
光
君
御
代
金
十
両
に
五
人
扶
持
被

下
︑
御
近
習
医
相
勤
︑
尤
其
業
勝
れ
御
頼
に
て
参
候
と
か
や
︒
后
年
隠
居
し
て
隠
居

料
俵
子
五
十
俵
被
下
︑
元
禄
五
年
死
す
︒
伝
に
︑
隠
居
后
何
に
て
も
願
無
き
と
有
し

に
︑
何
も
願
は
無
御
座
候
︒
登
城
の
砌
︑
下
乗
迄
駕
籠
御
免
被
仰
付
度
旨
申
上
︑
願

之
通
り
に
て
有
之
由
︑
其
子
道
悦益
か

元
智
は
聟
養
子
に
し
て
︑
実
小
泉
長
兵
衛
次
男

也
︒
部
屋
住
之
内
天
和
二
年
十
一
月
に
金
弐
枚
三
人
扶
持
被
下
置
︑
后
元
禄
十
三
年

頃
死
去
︑
其
子
道
益
其
子
当
玄
悦
と
言
︑
此
家
伝
切
支
丹
也
︒
小
泉
よ
り
の
血
統
か

本
国
越
前
福
井
と
云
ふ
︒

と
あ
り
︑
矢
野
家
の
先
祖
で
あ
る
矢
野
兵
衛
門
は
越
前
高
田
藩
の
松
平
光
長
の
家
臣
・

岡
嶋
壱
岐
の
配
下
だ
っ
た
と
い
う
︒
そ
の
子
で
あ
る
矢
野
元
与
は
医
師
と
し
て
の
腕
を

買
わ
れ
︑
寛
永
八
︵
一
六
三
一
︶
年
に
弘
前
藩
に
御
近
習
医
と
し
て
出
仕
し
た
よ
う

だ
︒
そ
し
て
﹁
た
ね
﹂
が
類
族
と
し
て
管
理
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
人
物
が
︑
越
前
福

井
か
ら
出
た
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
・
小
泉
長
兵
衛
の
次
男
で
︑
元
与
の
婿
養
子
と
な
っ
た

﹁
道
節(説
)

﹂
で
あ
る
９

︒
弘
前
藩
の
御
日
記
方
が
作
成
し
て
い
る
﹃
弘
前
藩
庁
日
記
﹄
に

よ
る
と
︑
道
説
は
元
禄
十
三
︵
一
七
〇
〇
︶
年
十
二
月
十
九
日
に
五
十
四
歳
で
死
亡
し

て
い
る
10

こ
と
か
ら
︑
生
年
は
正
保
四
︵
一
六
四
七
︶
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
︒
津
軽
で
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行
な
わ
れ
た
最
後
の
火
刑
が
寛
永
二
十
︵
一
六
四
三
︶
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
父
で
あ

る
小
泉
長
兵
衛
が
そ
れ
以
降
に
転
宗
し
た
と
は
考
え
に
く
い
た
め
︑
道
説
は
転
宗
以
後
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転
切
支
丹
類
族
矢
野
玄
説
母
た
ね
病
死
ニ
付

葬
礼
見
届
之
覚

一 

右
葬
礼
於
本
行
寺
、
六
月
廿
九
日
七
ツ
時
過
執
行
申
候
、

一 

本
行
寺
代
僧
寺
庵
受
源
院
并
平
僧
四
人
、
右
引
導
は

一 

葬
礼
附
添
之
面
々
、
矢
野
玄
説
・
小
山
内
安
貞
・
和
田

左
傳
治
・
三
浦
吉
兵
衛
罷
越
申
候
、
右
之
通
私
共
見

届
、
相
違
無
御
座
候
、
以
上

宝
暦
十
一
辛
巳
年
六
月
廿
九
日

足
軽
目
付　

成
田
忠
左
衛
門
㊞

御
徒
目
付　

黒
瀧
長
次
郎
㊞

笠
原
八
郎
兵
衛
殿

田
村
源
太
兵
衛
殿

受
源
院
相
勤
申
候
、
葬
礼
死
骸
は
同
寺
囲
之
内
江

土
葬
ニ
仕
候
、
葬
礼
寺
僧
諸
事
取
扱
之
様
子
、
常

体
相
替
儀
無
御
座
候

宗
旨
法
花
宗
ニ
御
座
候
、
仏
具
飾
平
生
違
無
御
座
候



の
子
と
し
て
︑﹁
本
人
同
前
﹂
で
は
な
く
﹁
類
族
﹂
の
扱
い
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
︒
実

際
に
︑
元
禄
五
︵
一
六
九
二
︶
年
に
は
類
族
と
し
て
町
奉
行
宅
へ
呼
び
出
さ
れ
た
者
の

中
に
矢
野
道
説
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
11

︑
そ
の
た
め
彼
の
娘
で
あ
る
﹁
た
ね
﹂
も

同
様
に
類
族
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

次
に
︑
こ
の
報
告
書
が
ど
の
よ
う
な
手
順
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
見

て
み
よ
う
︒
史
料
作
成
の
経
緯
に
関
し
て
は
︑﹃
弘
前
藩
庁
日
記
﹄
に
﹁
た
ね
﹂
が
病

死
し
て
か
ら
の
事
柄
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
12

︒

六
月
二
十
八
乙
未
日

曇

(中
略
︶

一
矢
野
玄
説
申
立
候
︑
私
母
病
気
之
処
︑
今
朝
病
死
仕
候
︑
尤
類
族
之
儀
御
座
候

間
︑
寺
社
奉
行
江
も
御
断
申
上
候
︑
依
之
御
見
分
被
(闕
字
)仰
付
度
旨
申
出
之
︑
願

之
通
申
付
旨
申
遣
之

一
寺
社
奉
行
申
立
候
類
族
矢
野
玄
説
母
病
死
仕
候
旨
断
御
座
候
︑
先
格
之
通
御
検

使
并
御
徒
目
付
・
足
軽
目
付
見
分
可
被
(闕
字
)仰
付
候
哉
︑
奉
伺
旨
申
出
之
︑
主
水

江
達
之
伺
之
通
検
使
御
手
廻
壱
人
・
両
目
付
壱
人
宛
申
付
旨
申
遣
之
︑
御
手
廻

組
頭
并
大
目
付
江
も
申
遣
之

最
初
に
見
ら
れ
る
記
事
は
︑
玄
説
か
ら
母
た
ね
の
死
亡
に
関
す
る
届
け
出
が
あ
っ
た
と

い
う
も
の
だ
︒
こ
れ
を
見
る
と
︑
類
族
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
︑
死
亡
が
確
認
さ
れ
た

当
日
に
子
が
寺
社
奉
行
な
ど
に
届
け
出
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
遺
体
の
見

分
に
は
︑
先
例
に
倣
っ
て
﹁
御
検
使
﹂﹁
御
徒
目
付
﹂﹁
足
軽
目
付
﹂
の
三
名
が
派
遣
さ

れ
て
お
り
13

︑
次
の
記
事
に
は
検
使
で
あ
る
竹
中
忠
左
衛
門
に
よ
る
見
分
書
と
︑
足
軽

目
付
の
成
田
忠
左
衛
門
と
御
徒
目
付
の
黒
瀧
長
次
郎
に
よ
る
連
名
の
見
分
書
の
計
二
通

が
差
し
出
さ
れ
て
い
る
︒

一
転
切
支
丹
類
族
矢
野
玄
説
母
た
ね
病
死
に
付
︑
死
骸
見
分
書
付
差
出
候
趣
左
之

通
一
検
使
御
手
廻
竹
中
忠
左
衛
門
申
出
候
は
︑
転
切
支
丹
類
族
矢
野
玄
説
母
た
ね
病

死
に
付
死
骸
見
分
之
覚

一
右
た
ね
死
骸
見
分
仕
候
処
︑
惣
身
疵
無
御
座
︑
病
死
紛
無
御
座
候

一
宗
旨
法
花
本
行
寺
善
遊
と
申
出
家
附
添
︑
位
牌
佛
具
常
体
相
替
義
無
御
座
候

一
右
た
ね
今
年
七
拾
五
歳
罷
成
︑
当
月
廿
日
よ
り
相
煩
病
気
傷
寒
に
て
︑
御
医
者

伊
崎
三
隆
町
医
山
辺
玄
達
薬
用
致
候
得
共
︑
養
生
不
相
叶
︑
今
朝
病
死
仕
候
由

申
候

一
親
類
矢
野
玄
説
姉
︑
長
内
安
貞
母
附
添
罷
有
候

一
末
期
申
置
候
義
有
之
哉
と
相
尋
候
処
︑
何
も
不
申
候
由
申
候

一
御
徒
目
付
黒
瀧
長
次
郎
・
足
軽
目
付
成
田
忠
左
衛
門
︑
右
両
人
拙
者
一
所
罷
越

見
分
仕
候

右
之
通
相
違
無
御
座
候
︑
以
上

宝
暦
十
一
辛
巳
年
六
月
廿
八
日

竹
中
忠
左
衛
門
印

吉
村
場
左
衛
門
殿

一
御
徒
目
付
・
足
軽
目
付
申
出
候
は
︑
転
切
支
丹
類
族
矢
野
玄
説
母
た
ね
病
死
に

付
︑
死
骸
見
分
之
覚

一
右
死
骸
検
使
竹
中
忠
左
衛
門
罷
越
︑
私
共
見
分
仕
候
処
︑
惣
身
疵
類
等
無
御
座

候
︑
病
死
紛
無
御
座
候

一
宗
旨
法
華
本
行
寺
檀
那
御
座
候
︑
佛
具
飾
平
生
違
無
御
座
候

一
右
た
ね
今
年
七
拾
五
歳
罷
成
候
︑
当
月
廿
日
頃
よ
り
傷
寒
相
煩
︑
御
医
者
伊
崎

三
隆
町
医
山
辺
玄
達
薬
用
仕
候
得
共
︑
養
生
不
相
叶
︑
今
朝
五
時
病
死
仕
候
由

一
右
死
骸
附
添
罷
有
候
親
類
︑
玄
説
姉
附
添
罷
有
候

右
之
通
私
共
見
届
相
違
無
御
座
候
︑
以
上
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足
軽
目
付

成
田
忠
左
衛
門
印

御
徒
目
付

黒
瀧
長
次
郎
印

笠
原
八
郎
兵
衛
殿

田
村
源
太
兵
衛
殿

見
分
書
に
は
︑
身
体
に
傷
が
な
い
こ
と
か
ら
間
違
い
な
く
病
死
で
あ
る
こ
と
︑
仏
具
飾

り
に
キ
リ
シ
タ
ン
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
異
常
が
な
い
こ
と
︑
遺
言
の
有
無
や
付
添
人
な

ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
に
よ
る
と
﹁
た
ね
﹂
の
死
因
は
八
日
前
か
ら

患
っ
て
い
た
﹁
傷
寒
﹂
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
お
り
︑
風
邪
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
︑
腸

チ
フ
ス
な
ど
︑
発
熱
を
伴
う
何
ら
か
の
病
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

そ
し
て
次
の
記
事
が
︑﹁
た
ね
﹂
の
葬
儀
に
関
す
る
覚
書
で
あ
る
︒

一
御
徒
目
付
・
足
軽
目
付
申
出
候
は
︑

転
切
支
丹
矢
野
玄
説
母
た
ね
病
死
に
付
葬
礼
見
届
之
覚

一
右
葬
礼
於
本
行
寺
︑
六
月
廿
九
日
七
時
過
執
行
申
候
︑
宗
旨
法
花
宗
御
座
候
︑

佛
具
飾
平
生
違
無
御
座
候

一
本
行
寺
代
僧
寺
庵
受
源
院
并
平
僧
四
人
︑
右
引
導
は
受
源
院
相
勤
申
候
︑
葬
礼

死
骸
は
同
寺
囲
之
内
江
土
葬
仕
候
︑
葬
礼
寺
僧
諸
事
取
扱
之
様
子
︑
常
体
相
替

儀
無
御
座
候

一
葬
礼
附
添
之
面
々
︑
矢
野
玄
説
・
長
内
安
貞
・
和
田
左
傳
次
・
三
浦
吉
兵
衛
罷

越
申
候

右
之
通
︑
私
共
見
届
相
違
無
御
座
候
︑
以
上

宝
暦
十
一
辛
巳
年
六
月
廿
九
日

足
軽
目
付

成
田
忠
左
衛
門
印

御
徒
目
付

黒
瀧
長
次
郎
印

笠
原
八
郎
兵
衛
殿

田
村
源
太
兵
衛
殿

覚
書
の
送
り
仮
名
な
ど
に
細
か
い
違
い
は
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
内
容
や
体
裁
は
当
館
が

所
蔵
す
る
史
料
と
ほ
ぼ
完
全
に
合
致
し
て
い
る
14

︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
当
館
が
所
蔵
す

る
﹁
転
切
支
丹
類
族
矢
野
玄
説
母
た
ね
病
死
ニ
付
葬
礼
見
届
之
覚
﹂
が
成
田
・
黒
瀧
ら

か
ら
提
出
さ
れ
た
の
ち
︑
御
日
記
方
に
よ
っ
て
書
き
写
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
︒﹁
た
ね
﹂
の
遺
体
は
葬
礼
の
の
ち
本
行
寺
に
土
葬
さ
れ
た
と
あ
り
︑
玄
説
ら
四

名
が
付
き
添
っ
た
と
い
う
︒
覚
書
の
日
付
は
死
亡
日
の
翌
日
で
あ
る
二
十
九
日
に
な
っ

て
い
る
が
﹃
弘
前
藩
庁
日
記
﹄
中
で
は
二
十
八
日
の
項
に
記
載
が
あ
る
︒

最
後
に
見
ら
れ
る
記
事
は
︑
寺
社
奉
行
に
よ
る
覚
書
で
あ
る
︒

一
寺
社
奉
行
申
出
候
は
︑
転
切
支
丹
類
族
病
死
之
覚

転
切
支
丹
小
泉
長
兵
衛
孫
た
ね
︑
右
は
矢
野
道
節
養
娘
御
座
候
︑
右
た
ね
義
当

巳
六
月
廿
八
日
︑
七
拾
五
歳
に
て
病
死
︑
旦
那
寺
法
花
宗
本
行
寺
お
ゐ
て
死
骸

取
置
申
候

右
類
族
病
死
は
二
季
七
月
十
二
月
御
届
之
部
御
座
候
︑
御
両
所
江
御
無
判
之
御

書
付
に
て
御
断
被
遊
候
筈
御
座
候
に
付
︑
右
之
趣
申
上
候
︑
以
上

宝
暦
十
一
辛
巳
年
六
月
晦
日

成
田
喜
八
郎
印
判

書
判

松
田
恵
次
郎
印
判

書
判

笠
原
八
郎
兵
衛
殿

田
村
源
太
兵
衛
殿

︵
後
略
︶

こ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
た
ね
﹂
は
矢
野
道
説
の
養
女
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
こ
と
で
︑
転
び

キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
小
泉
長
兵
衛
の
孫
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
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ま
た
︑
貞
享
の
法
令
以
降
︑
類
族
の
死
亡
の
届
出
に
つ
い
て
は
二
季
︵
七
月
と
十
二
月

の
年
に
二
回
︶
に
申
し
出
る
べ
き
と
扱
わ
れ
て
い
る
が
︑
報
告
書
の
内
容
か
ら
こ
れ
が

忠
実
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
︒
こ
の
覚
書
の
日
付
は
晦
日
だ
が
︑﹃
弘

前
藩
庁
日
記
﹄
中
で
は
や
は
り
二
十
八
日
の
項
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

元
禄
の
規
定
に
よ
れ
ば
︑
転
宗
後
に
出
生
し
た
子
が
男
子
で
あ
っ
て
も
︑
孫
が
女
で

あ
れ
ば
孫
ま
で
が
類
族
と
な
り
︑
曾
孫
は
類
族
で
は
な
い
と
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
本

人
﹂
で
あ
る
小
泉
長
兵
衛
か
ら
見
て
︑
彼
が
転
宗
し
た
の
ち
に
出
生
し
た
道
説
︵
子
︶

の
養
子
﹁
た
ね
﹂︵
孫
︶
は
女
性
で
あ
る
た
め
︑﹁
た
ね
﹂
以
降
の
子
孫
は
男
女
問
わ
ず

類
族
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑﹁
た
ね
﹂
の
死
か
ら
約
十
三
年
後
︑
安
永

三
︵
一
七
七
四
︶
年
四
月
十
一
日
の
﹃
弘
前
藩
庁
日
記
﹄
に
息
子
で
あ
る
矢
野
玄
説
に

関
す
る
記
事
が
見
ら
れ
る
15

︒

四
月
十
一
甲
午
日

曇

午
ノ
刻
過
小
雨

(中
略
︶

一
矢
野
玄
説
病
気
養
生
不
相
叶
︑
唯
今
病
死
之
旨
︑
御
目
付
よ
り
申
出
達
之

一
矢
野
道
益
申
立
候
︑
私
親
玄
説
儀
当
四
月
五
日
よ
り
疝
痛
相
煩
︑
色
々
養
生
仕

候
得
共
︑
不
相
叶
今
朝
四
ツ
時
病
死
仕
候
に
付
︑
寺
社
奉
行
中
江
御
断
申
上

候
︑
御
見
分
被
(闕
字
)仰
付
被
下
置
度
奉
頼
旨
申
出
之
︑
主
膳
江
達
之
︑
願
之
通
為

検
使
御
手
廻
壱
人
・
見
分
御
徒
目
付
壱
人
・
足
軽
目
付
壱
人
被
(闕
字
)仰
付
旨
︑
御

手
廻
組
頭
并
大
目
付
江
申
遣
之
︑
尤
矢
野
道
益
江
も
申
遣
之

一
寺
社
奉
行
申
立
候
︑
転
切
支
丹
類
族
矢
野
玄
説
儀
︑
今
朝
病
死
仕
候
段
︑
忰
道

益
よ
り
断
御
座
候
︑
先
格
之
通
御
検
使
并
御
徒
目
付
・
足
軽
目
付
︑
死
骸
見
分

可
被
(闕
字
)仰
付
哉
之
旨
申
出
之
︑
主
膳
江
達
之
︑
窺
之
通
申
付
旨
申
遣
之

一
寺
社
奉
行
申
立
候
︑
類
族
矢
野
玄
説
病
死
に
付
︑
御
検
使
并
御
徒
目
付
・
足
軽

目
付
死
骸
見
分
別
条
無
御
座
取
置
被
(闕
字
)仰

付
候
得
は
︑
旦
那
寺
於
本
行
寺
土
葬

取
置
申
候
︑
其
節
両
目
付
立
合
可
被
(闕
字
)仰
付
哉
︑
奉
伺
旨
申
出
之
︑
主
膳
江
達

之
︑
伺
之
通
申
付
旨
申
遣
之
︑
両
目
付
之
儀
大
目
付
江
申
遣
之

(後
略
︶

玄
説
は
六
日
間
ほ
ど
疝
痛
を
患
っ
た
あ
と
︑
四
月
十
一
日
に
死
亡
し
た
こ
と
が
目
付
と

息
子
で
あ
る
道
益
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
本
来
で
あ
れ
ば
玄
説
は
類
族
で
は
な

い
た
め
︑
遺
体
の
見
分
な
ど
も
必
要
な
い
は
ず
だ
が
﹁
た
ね
﹂
が
死
亡
し
た
時
と
同
様

に
寺
社
奉
行
に
た
い
し
て
も
報
告
が
な
さ
れ
︑
検
使
ら
三
名
の
派
遣
が
仰
せ
つ
け
ら
れ

て
い
る
︒
検
使
ら
は
玄
説
の
遺
体
と
葬
儀
の
見
分
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
の
︑
傷
の
有

無
な
ど
の
状
態
や
仏
具
飾
り
に
関
す
る
言
及
も
な
い
︒
一
方
︑
翌
日
に
は
再
び
道
益
か

ら
の
伺
い
が
立
て
ら
れ
て
い
る
︒

四
月
十
二
乙
未
日

曇

巳
ノ
下
刻
晴

︵
中
略
︶

一
矢
野
道
益
申
立
候
︑
私
親
玄
説
病
死
に
付
︑
御
見
分
相
済
申
候
︑
依
之
死
骸
今

晩
本
行
寺
江
葬
申
度
奉
伺
旨
申
出
之
︑
主
膳
江
達
︑
伺
之
通
申
付
旨
︑
尤
前
々

之
通
御
徒
目
付
・
足
軽
目
付
立
合
申
付
旨
申
遣
之

一
右
に
付
大
目
付
江
左
之
通

類
族
矢
野
玄
説
儀
︑
病
死
見
分
相
済
候
に
付
︑
今
晩
於
本
行
寺
土
葬
ニ
取
置

候
儀
︑
伺
之
通
被
(
闕
字
)仰
付
候
︑
其
節
両
目
付
立
合
申
付
候
間
︑
前
々
之
通
相

勤
候
様
御
申
付
可
有
之
旨
申
遣
之

こ
れ
に
よ
る
と
︑
葬
儀
は
行
な
っ
た
も
の
の
埋
葬
ま
で
は
済
ん
で
お
ら
ず
︑
道
益
が
埋

葬
に
関
す
る
指
示
を
仰
い
で
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
藩
か
ら
は
前
例
の
通
り
に
目
付
が

二
名
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
埋
葬
は
晩
に
行
な
わ
れ
た
た
め
︑
そ
の
報

告
は
さ
ら
に
翌
日
の
記
事
に
あ
る
︒
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四
月
十
三
日
丙
申
日

快
晴

︵
中
略
︶

一
寺
社
奉
行
申
出
候
︑
類
族
矢
野
玄
説
病
死
に
付
︑
昨
晩
於
本
行
寺
︑
葬
送
両
目

付
立
合
之
上
土
葬
ニ
取
置
候
旨
︑
忰
道
益
よ
り
申
出
候
︑
此
段
申
上
旨
申
出

之
︑
主
膳
江
達
之
︑
承
届
旨
申
遣
之

玄
説
の
埋
葬
は
︑
目
付
立
ち
合
い
の
も
と
つ
つ
が
な
く
済
ん
だ
こ
と
が
寺
社
奉
行
に

よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
以
降
︑
玄
説
の
葬
儀
に
関
す
る
記
事
は
見
ら
れ
な

い
︒こ

の
よ
う
に
︑
複
雑
な
規
定
に
よ
っ
て
︑
類
族
ら
当
人
は
お
ろ
か
︑
そ
れ
を
管
理
す

る
藩
も
類
族
の
範
囲
を
正
確
に
把
握
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒
藩
は
遺
体
や
葬

儀
の
見
分
な
ど
﹁
前
々
之
通
﹂
り
に
類
族
死
亡
の
際
の
手
続
き
を
行
な
っ
て
い
る
と
記

し
て
い
る
が
︑
実
際
に
は
︑
埋
葬
の
立
ち
合
い
が
類
族
側
か
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
派
遣

さ
れ
る
な
ど
︑
手
続
き
が
き
ち
ん
と
行
な
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
玄
説
の
死
亡

に
関
す
る
記
事
は
﹁
た
ね
﹂
の
事
例
よ
り
も
簡
略
化
さ
れ
て
お
り
︑
覚
書
を
作
成
・
提

出
す
る
指
示
や
︑
そ
の
写
し
な
ど
も
日
記
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
藩
は
玄

説
を
類
族
と
し
て
認
識
し
て
い
な
が
ら
も
以
上
の
よ
う
な
対
応
を
取
っ
て
お
り
︑
宝
暦

年
間
と
安
永
年
間
と
を
比
較
し
て
も
︑
類
族
の
取
り
扱
い
が
徐
々
に
厳
格
さ
を
失
い
形

骸
化
し
て
い
く
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

お
わ
り
に

貞
享
・
元
禄
の
類
族
に
関
す
る
法
令
の
発
布
は
︑
幕
府
の
禁
教
政
策
に
お
け
る
一
つ

の
転
換
点
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
寺
請
制
度
の
確
立
や
︑
長
崎
や
豊
後
な
ど
で
発
生

し
た
﹁
崩
れ
﹂
に
よ
る
摘
発
を
通
し
て
︑
キ
リ
シ
タ
ン
は
ほ
ぼ
根
絶
し
た
と
み
な
し
︑

キ
リ
シ
タ
ン
の
類
族
を
管
理
す
る
と
い
う
次
の
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒

類
族
は
出
生
︑
病
死
︑
駆
け
落
ち
︑
新
縁
︑
住
所
替
え
︑
改
名
︑
旅
行
な
ど
︑
人
生

の
節
目
に
届
け
出
の
義
務
が
課
さ
れ
た
︒
京
坂
地
方
の
信
徒
を
受
け
入
れ
た
弘
前
藩
に

と
っ
て
類
族
改
め
は
重
要
な
課
題
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︑
類
族
の
管
理
に
対
し
て
細
心

の
注
意
を
払
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
今
回
紹
介
し
た
﹁
た
ね
﹂
の
葬
礼
に
関
す
る

覚
書
は
︑
例
え
ば
マ
リ
オ
・
マ
レ
ガ
資
料
16

に
含
ま
れ
て
い
る
十
七
世
紀
の
臼
杵
藩
の

類
族
の
死
亡
届
な
ど
と
比
較
す
る
と
︑
か
な
り
詳
細
な
も
の
で
︑
弘
前
藩
の
類
族
に
対

す
る
取
り
扱
い
の
細
や
か
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
そ
ん
な
弘
前
藩
に
お
い
て
も
︑
類
族
の
管
理
が
徐
々
に
形
式
化
す
る
に

従
っ
て
︑
類
族
か
ら
非
類
族
へ
の
移
行
と
い
う
概
念
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
分

か
っ
た
︒
大
橋
幸
泰
氏
に
よ
っ
て
﹁
類
族
﹂
と
い
う
属
性
は
家
で
は
な
く
個
人
に
付
加

さ
れ
る
性
質
だ
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
17

が
︑
同
一
世
帯
内
に
類
族
と
非
類
族

が
混
在
す
る
と
い
う
特
殊
な
状
況
ゆ
え
に
類
族
の
管
理
は
複
雑
さ
を
増
し
た
と
言
え

る
︒
本
史
料
は
︑
各
藩
の
類
族
の
管
理
体
制
を
比
較
検
討
す
る
上
で
有
用
な
史
料
の
一

つ
だ
と
言
え
よ
う
︒

1

寛
政
十
二
︵
一
八
〇
〇
︶
年
に
作
成
さ
れ
た
﹁
弘
前
大
絵
図
﹂
南
の
二
に
は
本
行
寺
と
受
源
院
を
含
む
新
寺
町
の
様

子
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
は
︑
弘
前
藩
が
作
成
し
た
藩
政
の
公
式
記
録
で
あ
る
﹃
弘

前
藩
庁
日
記
﹄
な
ど
の
所
蔵
史
料
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
多
数
公
開
し
て
い
る
︵
h
ttp
s:/
/
a
d
e
a
c.

jp
/
h
iro
sa
k
i-
lib
/
to
p
/︶︒

2

黒
瀧
十
二
郎
﹃
日
本
近
世
の
法
と
民
衆
﹄
高
科
書
店
︵
一
九
九
四
︶︑
九
三
～
九
四
頁
︒
な
お
︑
家
臣
人
名
事
典
編

纂
委
員
会
編
﹃
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典
﹄
第
一
巻
︵
新
人
物
往
来
社
︹
一
九
八
七
︺
︑
二
一
九
頁
︶
に
は
弘
前
藩
の

九
代
藩
主
津
軽
寧
親
・
十
代
信
順
に
仕
え
た
家
老
と
し
て
知
ら
れ
る
﹁
笠
原
八
郎
兵
衛
﹂
の
名
が
あ
る
が
︑
寛
政
六

︵
一
七
九
四
︶
年
に
奉
公
見
習
と
し
て
手
廻
組
に
入
り
︑
享
和
～
文
政
年
間
に
活
躍
し
て
い
る
こ
と
か
ら
別
の
人
物

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
管
見
の
限
り
で
は
元
禄
年
間
の
﹃
弘
前
藩
庁
日
記
﹄
に
も
﹁
笠
原
八
郎
兵
衛
﹂
の

名
が
見
ら
れ
︑
彼
ら
の
関
係
は
詳
ら
か
で
な
い
も
の
の
︑
所
縁
の
あ
る
人
物
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

3

レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
著
︑
吉
田
小
五
郎
訳
﹃
日
本
切
支
丹
宗
門
史
﹄
上
巻
︑
岩
波
書
店
︵
一
九
三
八
︶
︑
三
三
四
～

三
三
六
頁
︒

4

菅
野
義
之
助
著
︑
及
川
大
渓
補
訂
﹃
奥
羽
切
支
丹
史
﹄
佼
成
出
版
社
︵
一
九
七
四
︶
一
九
三
～
一
九
八
頁
︒

5

｢
新
編
弘
前
市
史
﹂
編
纂
委
員
会
編
﹃
新
編
弘
前
市
史

通
史
編
三
︵
近
世
二
︶
﹄
弘
前
市
企
画
部
企
画
課
︵
二
〇
〇
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三
︶︑
六
七
二
～
六
七
四
頁
︒

6

黒
板
勝
美
編
﹃
新
訂
増
補

国
史
大
系
第
四
十
二
巻

徳
川
実
紀
﹄
第
五
編
︑
吉
川
弘
文
館
︵
一
九
三
一
︶︑
六
〇
三

～
六
〇
四
頁
︒

7

黒
板
勝
美
編
﹃
新
訂
増
補

国
史
大
系
第
四
十
三
巻

徳
川
実
紀
﹄
第
六
編
︑
吉
川
弘
文
館
︵
一
九
三
一
︶︑
二
三
二

～
二
三
三
頁
︒

8

藤
原
道
麿
編
﹁
奥
富
士
物
語
﹂
巻
五
︵
一
七
六
五
︶︑︵
新
編
青
森
県
叢
書
刊
行
会
編
纂
﹃
新
編
青
森
県
叢
書

︹
六
︺﹄︑
歴
史
図
書
社
︹
一
九
七
三
︺︑
九
八
頁
︶︒

9

前
掲
﹁
奥
富
士
物
語
﹂︵
一
九
七
三
︶
に
は
小
泉
長
兵
衛
の
次
男
は
﹁
道
悦
(
益
か
)
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
後

掲
の
﹃
弘
前
藩
庁
日
記
﹄︵
註
六
︶
の
記
事
に
よ
る
と
﹁
た
ね
﹂
の
父
親
の
名
は
﹁
道
節
︵
説
︶﹂
と
あ
る
た
め
︑
本

稿
で
は
﹁
道
説
﹂
と
表
記
す
る
︒

10

津
軽
家
文
書
﹃
弘
前
藩
庁
日
記
︵
国
日
記
︶﹄
元
禄
十
三
庚
辰
年

従
十
二
月
十
日
至
十
九
日
︵
十
二
月
十
九
日
の

条
︶︑
御
日
記
方
︵
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
︶︒
な
お
︑
道
説
の
死
亡
時
に
は
﹁
た
ね
﹂
と
同
様
に
四
通
の
覚
書
が

作
成
さ
れ
て
い
る
︒

11

前
掲
﹃
新
編
弘
前
市
史

通
史
編
三
︵
近
世
二
︶﹄︵
二
〇
〇
三
︶︑
六
七
七
頁
︒

12

津
軽
家
文
書
﹃
弘
前
藩
庁
日
記
︵
国
日
記
︶﹄
宝
暦
十
一
辛
巳
年

従
五
月
到
六
月
︵
六
月
二
十
八
日
の
条
︶︑
御
日

記
方
︵
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
︶︒

13

小
舘
衷
三
﹁
津
軽
藩
政
時
代
の
キ
リ
シ
タ
ン
類
族
に
つ
い
て
﹂︵﹃
弘
前
大
学
國
史
研
究
会
﹄
四
十
六
号
︑
弘
前
大
學

國
史
研
究
会
︹
一
九
六
六
︺︶
に
よ
る
と
︑
類
族
の
死
亡
時
︑
類
族
が
町
人
の
場
合
に
は
足
軽
目
付
と
御
徒
目
付
の

二
名
で
検
死
す
る
が
︑
武
士
の
場
合
に
は
そ
の
二
名
の
他
に
責
任
者
と
し
て
馬
廻
役
や
手
廻
役
が
派
遣
さ
れ
る
と
い

う
︒

14

付
き
添
い
の
人
物
に
つ
い
て
︑
当
館
所
蔵
の
資
料
に
は
﹁
小
山
内
安
貞
﹂︑﹃
弘
前
藩
庁
日
記
﹄
に
は
﹁
長
内
安
貞
﹂

記
さ
れ
て
い
る
が
︑
単
な
る
写
し
間
違
い
か
否
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒
な
お
︑﹃
津
軽
古
図
書
保
存
会
文
庫
目
録
﹄

に
は
︑
筆
写
年
代
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
﹁
小
山
内
安
貞
﹂
が
作
成
し
た
知
行
帳
の
記
載
が
あ
る
︒

15

津
軽
家
文
書
﹃
弘
前
藩
庁
日
記
︵
国
日
記
︶﹄
安
永
三
甲
午
年

四
月
︵
四
月
十
一
日
の
条
︶︑
御
日
記
方
︵
弘
前
市

立
弘
前
図
書
館
蔵
︶︒

16

マ
リ
オ
・
マ
レ
ガ
資
料
︵
バ
チ
カ
ン
図
書
館
蔵
︶
は
︑
昭
和
初
期
に
日
本
で
宣
教
・
教
育
活
動
を
行
な
っ
た
マ
リ

オ
・
マ
レ
ガ
︵
M
a
rio
M
a
re
g
a
︶
神
父
が
収
集
し
た
資
料
群
で
あ
る
︒
豊
後
国
の
宗
門
改
め
や
類
族
制
度
に
関
す

る
資
料
を
中
心
と
し
た
四
つ
の
資
料
群
か
ら
な
っ
て
お
り
︑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︵
h
ttp
s:/
/
b
a
se
1
.n
ijl.a
c.

jp
/
~
m
a
re
g
a
/︶
で
公
開
さ
れ
て
い
る
︒

17

大
橋
幸
泰
﹁
キ
リ
シ
タ
ン
類
族
改
制
度
と
村
社
会
︱
臼
杵
藩
の
場
合
︱
﹂︵
二
〇
一
八
︶︑︵﹃
国
文
学
研
究
資
料
館
紀

要

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇
﹄
第
十
四
号
︹
通
巻
第
四
十
九
号
︺︑
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

人
間
文
化
研
究
機
構

国
文
学
研
究
資
料
館
︑
三
四
六
～
三
六
三
頁
︶︒

西南学院大学博物館所蔵｢転切支丹類族矢野玄説母たね病死ニ付葬礼見届之覚」（迫田ひなの）

(

二
一
︶

94

迫
田

ひ
な
の
︵
さ
こ
だ

ひ
な
の
︶

西
南
学
院
大
学
博
物
館
学
芸
研
究
員


